
平成１５年１１月定例会会議録 
 
１ 日時 
平成１５年１１月２０日（木） 開会 午後２時００分  
閉会 午後２時５５分  
 
２ 場所 
   教育委員室  
 
３ 出席委員 
 委員長 村瀬 光一  
 委員長職務代理者 數野 美つ子  
 委員 砂田 清子  
 委員 髙木 恒雄  
 教育長 落合 護  
 
４ 出席職員 
 教育次長 高崎 哲郎  
 管理部長 松本 泰彦  
 学校教育部長 坂口 和治  
 生涯学習部長 石井 英一  
 生涯学習部次長 阿部 忠弘  
 管理部参事兼総務課長 瀬上 清司  
 管理部参事兼財務課長 松本 秀男  
 学校教育部参事兼学務課長 加藤 嘉美  
 生涯学習部参事兼生涯スポーツ課長 野内 修  
 生涯学習部参事兼文化課長 市原 悟  
 施設課長 木村 和弘  
 指導課長 西崎 勝則  
 社会教育課長 河野辺 則夫  
 青少年課長 福地 幹夫  
 市民文化創造館長 南部 擁司  
 市民文化ホール主幹 平山 茂司  
 保健体育課長補佐 水野 平吾  
 
５ 議題等 



 議案第３９号  船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて  
 議案第４０号  船橋市立高等学校管理規則の一部を改正する規則について  
 議案第４１号  平成１６年度船橋市立船橋養護学校高等部第一学年入学者募集要項につ

いて  
 その他 （１） 船橋市立学校の通学指定校変更の取扱いに関する基準の改正について  
  （２） 船橋市立学校への区域外就学の取扱いに関する基準の改正について  
  （３） 平成１５年度伝統文化こども教室の実施状況について  
  （４） 開館２５周年記念バレエ「くるみ割り人形」開催について  
  （５） 船橋市青少年相談員４０周年記念事業「音楽楽園フェスタｉｎふなばし」につい

て  
  （６） 「歌声ライブｉｎきらら」について  
  （７） 「正月用ミニチュア門松飾りづくりに挑戦」について  
 
６ 議事の内容 
 
【委員長】 開会宣言 午後２時 
 定刻になりましたので、ただいまから教育委員会１１月定例会を開催いたします。 
 それでは、前回の会議録をコピーしてお手元にお配りしてございますが、よろしければ

承認したいと思いますが、ご異議ございませんか。 
【全委員】 
 異議なし。 
【委員長】 
 異議なしと認めますので、前回の会議録について承認いたします。 
 今回の教育委員会定例会の開催に当たりまして、会議を傍聴したい旨１名より申し出が

ありました。傍聴人を入場させてください。 
 
（傍聴人入場） 
 
【委員長】 
 傍聴人にお願いがございます。お渡ししました傍聴券の裏面に記載されておりますが、

①みだりに傍聴席を離れないこと、②私語、談話、拍手等をしないこと、③議事に批判を

加え、または賛否を表明しないこと、④飲食、喫煙等をしないこと、⑤前各号に掲げるも

ののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害になるような行為をしないこと、⑥傍聴

される方は、すべて係員の指示に従ってください。 
 以上の傍聴人の遵守事項について、よく守っていただき、傍聴されるようお願い申し上



げます。 
 それでは、議事に入りますが、議案第３９号「船橋市教育委員会教育長の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例について」は、市議会に提出されます案件ですので、審議は

非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 
【全委員】 
 異議なし。 
【委員長】 
 異議なしと認めます。議案第３９号「船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の

一部を改正する条例について」は、船橋市教育委員会会議規則第１４条第１項の規定によ

り、審議は非公開といたします。 
 それでは、議事に入ります。 
 議案第４０号「船橋市立高等学校管理規則の一部を改正する規則について」学務課、ご

説明をお願いします。 
【学務課長】 
 議案第４０号「船橋市立高等学校管理規則の一部を改正する規則について」ご説明申し

上げます。 
 現在、市立船橋高等学校の非常勤職員といたしまして、授業を担当する非常勤講師及び

授業と部活動指導の両方を担当する特別講師を配置いたしております。非常勤職員の職務

といたしましては、その専門性をより重視するなどの観点から、特別講師が担当している

授業と部活動の指導を分離させまして、授業は非常勤講師に、また、部活動につきまして

は、新たに専門技能講師を配置いたしまして生徒の指導に当たっていきたいと考えており

ます。今回の改正によりまして、特別講師を廃止いたしまして、その職務を非常勤講師及

び専門技能講師に移行することにつきましては、授業の一層の充実を図るとともに、部活

動指導者としての人材を広く求めることが可能となりまして、また、すぐれた指導者の確

保により、市立船橋高等学校の特色でもあります部活動のさらなる発展が期待されるもの

と考えております。 
 以上、よろしくご審議いただきたいと思います。 
【委員長】 
 ただいま説明がありましたが、何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。 
【委員】 
 これは名称だけの変更ですか。講師の報酬や規則等については変更ないのでしょうか。 
【学務課長】 
 今まで非常勤講師、それから特別講師という２つあったわけですが、非常勤講師は授業

だけの講師でした。特別講師という方は、授業もやりますし、放課後の教育課程外の部活

動の指導者にもなっていた。同じような講師があったんですが、授業だけやる講師と、そ

うでない講師と２つあったわけですので、それを、授業は授業で、部活動は部活動でとい



うふうに分けた方が、より特色ある学校ができるだろうという考え方です。 
 それで、報酬の方でございますけれども、非常勤講師は従来のままでございます。専門

技能講師の方につきましては、報酬につきましては非常勤講師よりは少額になります。 
 以上でございます。 
【委員】 
 今の市立船橋高校には特別講師と非常勤講師は何名ぐらい配置していらっしゃるんです

か。 
【学務課長】 
 平成１０年は特別講師は５名おりました。非常勤講師の授業だけを行う講師が５名でし

た。それが２年間ほど続きまして、平成１２年から特別講師というのが暫減してまいりま

した。平成１１年が５名、平成１２年が４名、１３年、１４年が３名、今年は特別講師は

２名でございます。それを廃止していきたい。それから非常勤講師につきましては、平成

１０年を基準といたしますと、５名、５名、７名、６名、７名、今年は９名ということで

ございます。ですから、平成１６年度につきましては、これがご了解いただけましたら、

特別講師の枠はございません。非常勤講師につきましては９名を予定しております。本年

度と同じ内容です。あと、来年度の専門技能講師につきましては３名を予定してございま

す。種目につきましては、新体操、体操競技、それからバスケットボール、この３部活の

専門講師でございます。 
【委員長】 
 ほかにご意見ございませんか。 
【委員】 
 専門分野を担う先生方は部活動で指導されるということでわかりましたが、非常勤講師

で授業をなさる先生方というのは、どのような授業をご担当されるのか。また現在どのぐ

らいの人数がいて、これからどういう方向性で進めていかれるのでしょうか。 
【学務課長】 
 平成１５年度の非常勤講師につきましては、国語が２名、理科が１名、体育が１名、英

語が２名、商業が３名でございます。これにつきましては、正規教員の方々の授業の持ち

時間があるわけでございまして、高等学校の場合は、大体週１４から１６時間というふう

に聞いていますが、それ以外にコマ数があるわけですので、それの足りない部分をこの非

常勤講師の方々にお願いするということでございます。 
【委員長】 
 よろしいですか。ほかに質問ございませんか。 
【各委員】 
 なし。 
【委員長】 
 きょうの新聞を見ますと、千葉県の高等学校の統廃合が載っていまして、銚子市も市立



銚子高校と市立銚子西高校が合併するようなことも書いてありました。市立船橋高校も、

ぜひ特色のある魅力ある学校をつくっていただきたいと思います。 
 それでは、議案第４０号「船橋市立高等学校管理規則の一部を改正する規則について」

採決いたします。 
 異議ございませんか。 
【全委員】 
 異議なし。 
【委員長】 
 異議なしと認めます。議案第４０号「船橋市立高等学校管理規則の一部を改正する規則

について」は、原案どおり可決いたしました。 
 続きまして、議案第４１号「平成１６年度船橋市立船橋養護学校高等部第一学年入学者

募集要項について」指導課、ご説明をお願いします。 
【指導課長】 
 「平成１６年船橋市立船橋養護学校高等部第一学年入学者募集要項について」ご説明申

し上げます。 
 船橋市立養護学校管理規則第２２条の規定により、高等部に入学する生徒の募集及び入

学者の選抜方法等について、教育委員会が定めることとしており、船橋市教育委員会組織

規則第３条第１４号に基づきまして議決いただくものでございます。 
 内容に関しまして、２点説明をさせていただきます。まず１点目は、昨年度との改善点

につきまして申し述べさせていただきます。５番、選考日及び選考時間を、従来、正午ま

でとしておりましたが、１６年度からの募集につきまして、午後１時３０分まで延長した

こと、あわせまして、昼食に係る費用について実費を徴収するとしたところでございます。

また、６番、選考方法の文言を見直し、県立の盲聾養護学校の表現にそろえたことでござ

います。 
 ２点目の内容でございますが、５番、選考日及び７番の入学許可候補者の発表期日につ

きましては、従来より公立高等学校並びに盲聾養護学校と同一日になっております。 
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 
【委員長】 
 ただいまご説明がありましたが、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 
【委員】 
 選考をするということですが、すべての生徒を受け入れるということですか。 
【指導課長】 
 受検者につきましてはすべて受け入れているところでございます。 
【委員長】 
 他に質問ございませんか。 
【各委員】 



 なし。 
【委員長】 
 それでは、採決に入ります。 
 議案第４１号「平成１６年度船橋市立船橋養護学校高等部第一学年入学者募集要項につ

いて」採決いたします。 
 異議ございませんか。 
【全委員】 
 異議なし。 
【委員長】 
 異議なしと認めます。議案第４１号「平成１６年度船橋市立船橋養護学校高等部第一学

年入学者募集要項について」は、原案どおり可決いたしました。 
 続きまして、その他「船橋市立学校の通学指定校変更の取扱いに関する基準の改正につ

いて」及び「船橋市立学校への区域外就学の取扱いに関する基準の改正について」２件続

けて、学務課、ご説明をお願いします。 
【学務課長】 
 それでは、「船橋市立学校の通学指定校変更の取扱いに関する基準の改正について」報告

いたします。 
 平成１５年４月１日施行の学校教育法施行規則の一部を改正する政令に伴いまして、就

学校変更の際の手続等の透明性を図る観点から、その要件及び手続について明確化し、公

表することが義務づけられました。このことから、従来の基準で運用しているもののうち、

明文化されていないものにつきましては新基準に明文化し、さらに幾つかの項目について、

現状に合ったものに見直しをしたものでございます。資料の中に、その内容が書かれてお

りますので、細かくここでは申し上げませんけれども、いわゆる１５年４月１日施行に伴

いまして明文化した、それから現状に合わ 
せて見直したということでございます。 
 続きまして、「船橋市立学校への区域外就学の取扱いに関する基準の改正について」でご

ざいますが、平成１１年１月１日施行の船橋市立学校への区域外就学の取扱いに関する基

準を次のとおり改正いたします。 
 まず１つは、区域外就学申請書の様式番号を通学指定校変更申請書等と区別するために、

従来の第１号様式から第４号様式を、第４号様式から第７号様式に様式名を変更するとい

うことが１点でございます。２番目が申請理由の(3)の教育的配慮に、従来の運用である留

守世帯を加えました。３番目は、区域外就学はすべての申請理由において現状を把握する

必要がありますことから、許可期限を原則１年間としたわけでございます。２番目は、必

要に応じまして申請者居住地教育委員会の副申を必ず添付していただく。このことについ

ては、平成１５年１２月１日から施行してま 
いりたいという改正でございます。 



 以上でございます。 
【委員長】 
 ただいまご説明がございましたけど、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 
【委員】 
 根本的な改正はないんですね。ただ事務的な様式の変更だけということで解釈していい

のでしょうか。 
【学務課長】 
 様式の変更もございます。それからあと、これまで留守世帯の問題が非常にクローズア

ップされていたわけですが、具体的に申し上げますと、ご両親がともに働いていて、おじ

いちゃん、おばあちゃんが面倒を見てくれるところに入ります。そうすると、自分の居住

地よりもおばあちゃんの居住地の方の学区、そこに指定校変更していたわけです。ところ

が、１５年度から市内全校に放課後ルームができ上がりましたので、基本的にはそちらの

方に入りますということですので、留守世帯の方は、今まで小学校だったら６年間という

ふうに期限を広げていたんですけれども、そういうところも１年ずつで更新をしていくよ

うにいたします。それから、放課後ルームができましたので、従来の保護者の居住地の学

校へ通学してもらいたいというような変更のところもございます。様式の変更も当然ござ

います。 
 以上でございます。 
【委員】 
 これは弾力的に運用するわけですね。 
【学務課長】 
 そのとおりでございます。弾力化の運用の一部でございます。 
 もう１つつけ加えさせていただきますと、弾力化で指定された学校よりも居住地から明

らかに近い学校がある場合には、そこへ指定校変更という申請が行われます。それが今、

弾力化の中で一 
番大きなところなんですが、今問題になっていますのは、弾力化で指定校変更しますけれ

ども、新たに入学したい学校に余裕教室がない限りは認めない。それは普通学級に使用で

きる教室が３教室以上あることが前提になっています。今そこが非常に問題になっており

ます。去年までは指定校変更ができたＡ小学校は、今年からはできないというようなとこ

ろで、今、学務課では、指定校変更制度の運用にあたり保護者の理解を得るのに苦慮して

いる所でございます。 
【委員】 
 わかりました。 
【委員】 
 区域外就学の取扱いに関する基準の改正についてのところの１の(3)で「許可期限を原則

１年間とするを加える」というのは、許可期限を、短縮するのですか。 



【学務課長】 
 １年に短縮したということです。と申しますのは、例えば市川と船橋市の市境のところ

の場合、市川の行政区割りにいるんですが、本来ならば市川の若宮小学校に行かなければ

いけないんですが、障害を持った子供なものですから、小栗原小学校の方が近いというこ

とで区域外就学の申請が上がってまいります。市川市教育委員会と協議をいたしまして、

船橋の古和釜小学校でそれを受け入れましょうといったときに、入学のときには１年生で

すから、従来は、基本的には６年生卒業するまでという形だったんですね。区域外就学で

すから、基本的には行政区割りの中で、そのお子さんを受け入れて、義務教育をしていく

のが当然なわけですので、１年１年申請していただくということでございます。 
【委員長】 
 よろしいですか。 
【委員】 
 はい。 
【委員長】 
 続きまして、「平成１５年度伝統文化こども教室の実施状況について」文化課、ご説明を

お願いします。 
【文化課長】 
 １５年度の伝統文化こども教室の実施につきましては、文化庁から委嘱を受けて財団法

人伝統文化活性化国民協会が主催して行うものでございます。申請者の要件としましては、

社団法人、財団法人、ＮＰＯ法人、地方公共団体、要件を満たす任意団体となっておりま

す。実施期間につきましては、平成１５年７月から１６年３月までの１５年度ということ

で対象となります。今回、手を挙げた団体が、ここに書かれておりますけれども、１次採

択が７月７日までに申し込んだ団体でございます。それから、２次採択というのは１０月

３日までに申し込んだ団体ということで許可になっております。 
 以上でございます。 
【委員長】 
 ただいまご説明がありましたが、何かご意見、ご質問がございますでしょうか。 
【委員】 
 これはこの団体の方々の自主運営で、この事業が行われるのですね。資金援助等、経済

的な側面はどういう方式でやるのでしょうか。 
【文化課長】 
 経費につきましては、指導者への謝金でありますとか、会場の借上料、教材費等があり

ますので、その分をこの伝統文化の協会の方が負担するということになっています。 
【委員】 
 子供たちは無料で参加するんですね。 
【文化課長】 



 そうです。子供たちは無料ということになります。 
【委員長】 
 ほかに何かございませんか。 
【各委員】 
 なし。 
【委員長】 
 続きまして、「開館２５周年記念バレエ『くるみ割り人形』開催」につきまして、市民文

化ホール、ご説明をお願いします。 
【市民文化ホール】 
 お手元にございますバレエ「くるみ割り人形」のチラシをごらんいただきながら、公演

のご案内をさせていただくものでございます。 
 文化ホールは昭和５３年７月に開館いたしまして、ことしで２５周年を迎え、各種の記

念事業を実施しているところでございます。７月には市民合唱団の皆さんに参加していた

だきガラコンサートを実施いたしました。また、１１月には１０年ぶりに郷土芸能祭を実

施いたしまして、多くの市民の皆さんに鑑賞していただきました。バレエ「くるみ割り人

形」は開館２０周年を迎えた平成１０年１２月に船橋在住の野口芳久氏の指揮、演出も本

市在住の横井亜紀先生、演奏は船橋ジュニアオーケスラで実施いたしまして好評を博した

ところでございます。今回は、指揮者にバレエ音楽の第一人者であります福田一雄氏を迎

え、演出は前回同様横井亜紀先生、管弦楽はプロオーケストラでございますニューフィル

ハーモニーオーケストラ千葉、そして船橋市芸術舞踊協会の全面的な協力を得まして実施

するものでございます。また、合唱には市場小学校の児童３１名の皆さんが参加してくだ

さいます。バレエはオペラと同様、公演には多額の費用がかかります。今回の公演に際し

ましては、財団法人地域創造と千葉県から助成を受けることができ、実施の運びとなりま

した。現在、バレエの皆さんは横井先生の厳しい指導のもと、熱心に練習に励んでおりま

す。「くるみ割り人形」は、１２月にふさわしい、親子で楽しんでいただける作品となって

おります。市民の皆さんはもとより、委員長を初め委員の皆様方にもぜひごらんいただき

たく、公演のご案内をさせていただいたものでございます。 
 以上でございます。 
【委員長】 
 ありがとうございます。ただいま説明がありましたが、何かご意見、ご質問ございませ

んでしょうか。 
【委員】 
 チケットの売れ行きはいかがですか。 
【市民文化ホール】 
 ２回公演がございますけれども、１回目が、現在約８０％、２回目が約６５％となって

おります。 



【委員】 
 オーケストラボックスは前列のところが下がるんでしたよね。 
【市民文化ホール】 
 座席の１列目から３列目まで下がりまして、ここがオーケストラピットとなります。 
【委員長】 
 ぜひ成功されることを祈っております。時間があれば、ぜひ行きたいと思います。 
 続きまして、「『歌声ライブｉｎきらら』について」文化創造館、ご説明をお願いします。 
【市民文化創造館館長】 
 「歌声ライブｉｎきらら」の文化事業についてご案内を申し上げます。 
 歌声喫茶と申しますと、青春を重ねて大変懐かしくお感じになる世代の方もいらっしゃ

ると思うんですが、昭和３０年代に歌声喫茶は全国的に非常に爆発的なブームになりまし

て、１つのたまり場として、社会文化現象として大変懐かしい世代の方々がたくさんいら

っしゃるかと思います。今回、「歌声喫茶『火』の青春」という本をお書きになった丸山明

日果さんをお招きいたしまして、歌声ということをキーワードにしながら世代間交流事業

をしようじゃないかというのが今回の趣旨でございます。中身につきましては、ご案内の

とおり、歌声喫茶の再現コーナーでございますとか、「歌声喫茶『灯』の青春」の著者であ

る丸山明日果さんによるトークでございますとか、現在の若者が歌声をどのように再現す

るかということになると思います。 
 これが２部でございますが、その前の１部につきましては、異世代・異文化交流トーク

セッションということで、しゃべり場、語り場をやりましょうという企画でございます。

奄美出身の歌手でいらっしゃいます福永幸平さんという方はＮＨＫ教育テレビの「真剣１

０代しゃべり場」に出演されている方でございまして、今、女流監督で大変注目されてい

る河瀬直美監督の「沙羅双樹」という映画に初めて出演なさって、まだ２１歳の若い方で

すけれども、この方にも来ていただいて三線（さんしん）を弾いて歌っていただくとか、

民族楽器のミナクというバンドに来ていただいて一緒に歌うとかいうふうな、ゲストの方

もそろえて１２月２１日に当館の文化振興事業として開催するものです。なお、参加費は

無料でございますが、お茶菓子代として３００円ご負担いただきます。 
 以上でございます。 
【委員長】 
 ありがとうございます。ただいまご説明がありましたけれども、何かご意見、ご質問ご

ざいましょうか。 
【委員】 
 歌声喫茶というのは、私などの年代は、本当に田舎から出てくる目的が新宿の灯だった

りしたんですね。ですから、懐かしいというふうに見たんですが、これはお申し込みとか

するのでしょう 
か。 



【市民文化創造館館長】 
 お電話でお申し込みをいただければ大変ありがたいと思います。広報ふなばしにご案内

しておりまして、既に５０名ほどの申し込みがございます。お茶菓子とかの用意の関係上、

事前に人数を言っていただければ結構でございます。 
【委員】 
 定員は２００名ですか。 
【市民文化創造館館長】 
 はい、そうです。 
【委員長】 
 ほかによろしいですか。きらら創造館ができて、いろんな斬新なイベントを本当に安く、

ただで会員のライブですとか、いろんなのをして、非常に好評でよかったなと思います。

これからも頑張っていただきたいと思います。 
 それでは、次にいきます。 
 続きまして、「船橋市青少年相談員４０周年記念事業『音楽楽園フェスタｉｎふなばし』

について」青少年課、ご説明をお願いします。 
【青少年課長】 
 青少年相談員制度が発足しまして、ことしでちょうど４０周年となります。それを記念

いたしまして、１２月２３日、市民文化ホールにおきまして記念式典、その後、一般公募

により選ばれました１０組のアマチュア音楽グループによる演奏会を行うというものでご

ざいます。ご都合がつきましたら、ぜひご出席いただければと思っております。 
 以上でございます。 
【委員長】 
 何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
【委員】 
 ２時半からは「音楽楽園フェスタｉｎふなばし」という音楽の事業があるんですが、ど

のようにＰＲされているのですか。 
【青少年課長】 
 広報ふなばし等によりＰＲしております。無料で入場できまして、また会場内は自由席

ですので、皆さんにぜひおいでいただければと思っております。 
【委員】 
 無料で、一般市民の方々に呼びかけをして動員を図るという事業なのですね。 
【委員】 
 資料裏面の「２名様まで入場できます」という、このはがきはどこにあるんですか。 
【青少年課長】 
 これは案内ということで、演奏会に出席するバンドの方たちに配ったものでございます。 
【委員長】 



 ぜひお手すきの方は参加していただきたいと思います。 
 続きまして、「『正月用ミニチュア門松飾りづくりに挑戦』について」生涯学習部、説明

をお願いします。 
【生涯学習部長】 
 この事業につきましては八木が谷公民館の事業ですけれども、この事業は平成１３年度

から実施されております。毎回非常に好評で今年も１２月２５日に行いたいと思っており

ます。このつくり方なんですけれども、スチール缶をもとにしまして、その中に竹やいろ

んなものを挿していってつくり上げる。講師は海神に在住しておりますわら細工研究家の

方にお願いしております。定員３０名で、費用 1,３００円で実施したいと思っております。 
 また、先日、教育長と話しましたところ、大きい門松をつくって市役所の玄関前に飾っ

たらどうかということで、公民館と打ち合わせをしてすすめていきたいと思います。 
 以上でございます。 
【委員】 
 これはもう何年も前からやっていらっしゃるのですか。 
【生涯学習部長】 
 平成１３年から３年目です。 
【委員】 
 いつも３０人の定員は達しているのですか。 
【生涯学習部長】 
 はい、そうです。 
【委員】 
 これは３０名しか参加できないのですか。 
【生涯学習部長】 
 それ以上多いと指導が難しいということでございます。 
【委員】 
 ５年ぐらいたったら、今度は習いに来ている人が指導者になってやってもらうような形

ならいいかもしれないですね。 
 ほかに何かご意見、ご質問ございませんか。 
【各委員】 
 なし。 
【委員長】 
 ありがとうございました。 
 続きまして、議案第３９号「船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改

正する条例について」審議いたしますので、傍聴の方は退場をお願いいたします。また、

教育長は自己に関する議案ですので、ご退場をお願いします。 
 



（教育長・傍聴人退場） 
 
 議案第３９号「船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」総務課長より説明後審議に入り、全員異議なく原案どおり可決された。 
 
【委員長】 
 教育長、傍聴人を入場させてください。 
 
（教育長・傍聴人入場） 
 
【委員長】 
 本日予定していました議案等の審議は終了いたしました。 
 各委員より何かございますでしょうか。 
【委員】 
 保護者の方たちと話す機会がありまして、その時にいろいろと意見がありました。その

うちの１つで、お聞きしたいことは、「若い教師に多いのですが、同じクラスの中で、一部

の女子生徒に対しては『○○ちゃん』となれなれしく呼び、他の女子生徒に対しては、『お

い、○○』とか、『△△』とかいう名字で呼び捨てにして、呼び捨てにされた生徒は非常に

傷ついている」こういう場合は先生方にどのように指導をしたらいいのでしょうか。 
【学校教育部長】 
 教員の指導というのはいろいろあるんですけれども、教師と子供という関係の中で学校

生活は成り立っているのが基本です。そういう中で、子供たちの人権ということも大事に

しながら、公平に子供たちと対応していく、これが大原則です。そういう面にあっては、

その保護者の方が学校にご相談されたかどうかわかりませんけれども、そういうところを

学校にもお話しされて、学校は改善をしていくというのは当然でございますので、その辺

のところが大事ではないかなと思います。 
【委員】 
 全生徒に対して同じように接するということですよね。 
【学校教育部長】 
 名前の呼び方は先生によっていろいろあると思うんですけれども、例えば「何々君」と

か、「何々さん」というのが基本であるんですけれども、人間関係が深くて、親しみという

中で「何々ちゃん」とか、時には「おい」と呼ぶ場合もあるかもしれません。ただ、それ

はやはり公平に見たときに、保護者にとっても子供にとっても、どういうふうに受けとめ

るのかというところがありますので、その辺は学校も考えていかなければいけないのでは

ないかと思います。 
【委員】 



 これは先生方で意思統一しなければなりませんね。その件につきましてはわかりました。 
 それから、子供が学校の先生の対応等に関し、家に帰ってお父さんとかお母さんに、不

満を漏らす。そうすると、親がその事柄において、そのことを娘が言っているけど直して

くれないかというようなことを先生のところへ言いに行くと、今度は先生が、その子供に

非常につらく当たる。すると、子供はもうそういうことを親に言わないことになってしま

うというようなこと。これは船橋のどこかの小学校らしいですけど、そういう話題があっ

たということなんですが、実際問題ふだんどのように対応しているんですか。 
【教育次長】 
 ７月のこの定例会のときにも触れさせていただいた件なんですけれども、今、教育委員

会といたしましては、小中の校長会の三役、それと同時にＰＴＡ連合会の三役の方と定期

的にフリートーキングをやっております。その時に、ＰＴＡ連合会の方からも、それに似

たようなことも聞いているのが状況です。そういう場合どうするかというと、やはり校長

会の皆さんと、そしてまた該当の校長さん方に、そんな事実があるんだということを連絡

します。そして、お互いに傷つかないように、また改善できるように、そして子供がいつ

も楽しく学校に行って帰られるような状況を教育委員会としては設定しているのが現状で

ございます。ですから、今、委員さんが言われたようなことは一切ないとして私たちは考

えている。ですけれども、そういうふうなことについて少しずつ不協和音が出てきている

となると、早急にそれに対応しているというのが現状です。 
【委員】 
 わかりました。そうかといって、子供たちに腫れ物にさわるような扱いも、これもまた

よくないですけどね。その辺は先生方は大変ご苦労だと思いますがよろしくおねがいしま

す。 
【委員長】 
 その辺につきましては大変難しいと思いますので、ぜひ子供たちの指導をよろしくお願

いしたいと思います。また、最近、千葉県の教職員で、本市じゃないですけれども、いろ

んな新聞をにぎわせていますので、ぜひ他人事と思わず、気を引き締めて指導していって

いただきたいと思います。 
 それでは、これで教育委員会１１月定例会を閉会いたします。 
 閉会宣言 午後２時５５分 
 


